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政
令
第

号

国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
二
十
二
人
」
を
「
二
十
三
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
十
九
人
」
を
「
十
八
人
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
安
心
生
活
政
策
課
」
を
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
政
策
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
交
通
に
関
す
る
事
故
に
係
る
救
済
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
安
心
生
活
政
策
課
」
を
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
政
策
課
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「

必
要
な
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
者
の
移
動
又
は
施
設
の
利
用
に
係
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
（
こ
れ
ら
の
者
の
日
常
生
活
又
は
社
会
生



- 2 -

活
に
お
け
る
移
動
上
又
は
施
設
の
利
用
上
の
支
障
を
除
去
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
資
す
る
施
策
の
実
施
そ
の
他
」
を
加
え
、

同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

第
四
十
三
条
第
三
号
中
「
安
心
生
活
政
策
課
」
を
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
政
策
課
」
に
改
め
る
。

「
空
港
業
務
課

「
首
都
圏
空
港
課

第
百
六
十
四
条
第
二
項
中

を

に
改
め
る
。

首
都
圏
空
港
課
」

近
畿
圏
・
中
部
圏
空
港
課
」

第
百
六
十
六
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
空
港
等
を
活
用
し
た
地
域
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
六
十
六
条
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

空
港
等
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
等
に
よ
る
障
害
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
安
全
部
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

第
百
七
十
一
条
を
削
り
、
第
百
七
十
二
条
を
第
百
七
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
近
畿
圏
・
中
部
圏
空
港
課
の
所
掌
事
務
）
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第
百
七
十
二
条

近
畿
圏
・
中
部
圏
空
港
課
は
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
内
の
空
港
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
（
安
全

部
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
八
十
三
条
中
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
三
号

を
加
え
る
。

二

北
海
道
総
合
開
発
計
画
の
企
画
及
び
立
案
に
必
要
な
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
ア
イ
ヌ
施
策
（
ア
イ
ヌ
の
人
々
の

誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
六
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
ア
イ
ヌ
施
策
を
い
う
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
他
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

北
海
道
総
合
開
発
計
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
ア
イ
ヌ
施
策
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

北
海
道
総
合
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
見
積
り
の
方
針
の
調
整
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
ア
イ
ヌ
施
策
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
百
八
十
九
条
第
三
号
中
「
調
整
並
び
に
」
を
「
調
整
（
総
務
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

国
土
交
通
省
の
所
掌
事
務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
新
た
に
大
臣
官
房
に
審
議
官
を
一
人
追
加
し
、
航
空
局
に
近
畿
圏

・
中
部
圏
空
港
課
を
置
く
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


